
 

導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  亀岡市の人口は平成１２年度の９４，５５５人をピークに、令和５年４月１日現

在の人口は８６，９７５人と、減少の一途を辿っている。さらに年少人口（０～１４

歳）、生産年齢人口（１５～６４歳）、及び高齢者人口（６５歳以上）に区分した、年

齢３区分人口を見ると、年少人口及び生産年齢人口は減少傾向にある。 

 市内総生産でみた本市の産業は、製造業、サービス業、不動産業の割合が高くなっ

ている。なかでも、製造業の比重は、市内総生産、全従業者ともに２割強を占めてい

る。さらに食料品や繊維、機械金属、電気・電子デバイスなどの事業分野の割合が高

く、特定業種の集積や特定企業の関連企業群はなく、多様な企業が立地している特徴

がある。 

 令和２年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、多くの企業が売上及び営業

利益が減少しているなかで、「設備の不足・老朽化」、「従業員の高齢化・若手の確保」、

「技術・技能の継承」が中小企業者の経営上の主な課題として挙げられる。このよう

な課題に対し、労働生産性の向上を図るため、市内中小企業者の先端設備等の導入を

促進していく必要がある。 

 

（２）目標 

 市内中小企業者が直面している労働人口の減少、従業員の高齢化、働き方改革に起

因する従業員の確保等の経営環境の逆風のなか、本基本計画を策定することにより、

本市が令和３年４月に策定した「第５次亀岡市総合計画」に掲げる「活力あるにぎわ

いのまちづくり」を目指す。 

 中小企業者の設備投資を促すことにより労働生産性の向上を促進し、地域経済の活

性化及び新たな雇用機会の創出を図るため、年間１０件程度の先端設備等導入計画の

認定を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

 先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関す

る基本方針に定めるものをいう）が年率３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

 亀岡市の産業は、食料品や繊維、機械金属、電気・電子デバイスなどの製造業の事

業分野の割合が高く、特定業種の集積や特定企業の関連企業群はなく、多様な企業が

立地しており、市内の全産業の先端設備等の導入を促進する必要があることから、種

類については中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全て

とする。 



３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

 亀岡市には、多様な中小企業者が点在しており、今後高い成長性が期待される新産

業の創出や、豊富な地域資源を活用した産業に対する投資を支援し、全産業の先端設

備等の導入を促進する必要があることから、対象地域については、亀岡市内の全ての

地域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

 本市の産業は、食料品や繊維、機械金属、電気・電子デバイスなどの製造業の事業

分野の割合が高く、特定業種の集積や特定企業の関連企業群はなく、市内の全産業の

先端設備等の導入を促進する必要があることから、特定の対象業種・事業に限定せず、

亀岡市内の全ての業種・事業とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

 令和５年６月１５日から令和７年３月３１日までとする。 

 計画期間は原則として２年間であるところ、市全体及び商工労働分野における施策

の方向性が会計年度等の始期である４月に切り替わることから、これらとの協調・連

動を図るため、本計画の終期を令和７年３月３１日とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 ３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

① 人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇

用の安定に配慮する。 

② 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては

先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮す

る。 


